
札幌市告示第 1349-12 号   

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に

基づく公の施設に係る指定管理者の指定を行ったので、札幌市公の施設に

係る指定管理者の指定手続に関する条例（平成１５年条例第３３号）第７

条第２項の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

 

  令和５年 ３月２０日 

 札幌市長  秋 元 克 広   

 

記 

 

１ 指定管理者の名称 

社会福祉法人北海道社会福祉事業団 

 

２ 管理を行う施設の名称及び所在地  

名 称 札幌市第二かしわ学園 

  所在地 札幌市豊平区平岸４条１８丁目 

 

３ 管理を行う期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

４ 管理業務の範囲 

 ⑴ 統括管理業務 

 ⑵ 施設・設備等の維持管理に関する業務 

 ⑶  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５

条第７項に規定する生活介護事業の計画及び実施に関する業務 

 ⑷ 施設の利用等に関する業務 

 ⑸ 管理業務に付随する業務 

 

５ 使用料金に関する事項 

札幌市障害者福祉施設条例第６条に基づき使用料を徴収する。 

 

 

 

 

 

 


